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二
十
日
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領
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号

内
閣
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一
九
七
第
四
五
号

平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
日

内
閣
総
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大
臣

安
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晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
原
子
炉
等
規
制
法
と
放
射
性
物
質
汚
染
対
処
特
別
措
置
法
の
二
重
基
準
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
原
子
炉
等
規
制
法
と
放
射
性
物
質
汚
染
対
処
特
別
措
置
法
の
二
重
基
準
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
特
別
措
置
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生

し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の

対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下
「
放
射
性
物
質
汚
染
対
処
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第

七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
基
本
的
な
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
は
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
る
環

境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
施
策
を
適
正
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
た
め
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
御
指
摘

の
「
実
効
線
量
で
年
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
規
制
」
と
は
、
核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬
の
事
業
に
関
す
る

規
則
等
の
規
定
に
基
づ
く
線
量
限
度
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
二
十
七
年
原
子
力
規
制
委
員
会
告
示
第
八
号
。
以
下
「
線
量

告
示
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
線
量
限
度
に
係
る
規
制
の
こ
と
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
当
該

規
制
は
原
子
力
事
業
者
等
が
原
子
力
施
設
の
運
転
等
に
際
し
て
放
射
線
の
周
辺
へ
の
影
響
を
で
き
る
だ
け
下
げ
る
べ
く
満
た

す
べ
き
基
準
と
し
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
基
本
方
針
と
線
量
告
示
に
よ
る
規
制
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
目
的
が

一



異
な
る
も
の
で
あ
る
。

二
及
び
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
二
重
基
準
」
及
び
「
特
別
措
置
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
原
子
力
災
害
対

策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
十
条
第
二
項
に
基
づ
き
避
難
指
示
が
行
わ
れ
た
区
域
で
は
、
同

項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
解
除
に
伴
い
住
民
の
帰
還
又
は
居
住
が
可
能
と
な
る
と
こ
ろ
、
避
難
指
示
の
解
除
に
つ
い
て
は
、
国

際
放
射
線
防
護
委
員
会
の
勧
告
等
を
踏
ま
え
、
「
ス
テ
ッ
プ
二
の
完
了
を
受
け
た
警
戒
区
域
及
び
避
難
指
示
区
域
の
見
直
し

に
関
す
る
基
本
的
考
え
方
及
び
今
後
の
検
討
課
題
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日
原
子
力
災
害
対
策
本
部

決
定
）
で
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
避
難
指
示
解
除
日
以
降
年
間
二
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
と
な
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る

こ
と
を
避
難
指
示
解
除
の
要
件
の
一
つ
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

避
難
指
示
が
解
除
さ
れ
た
区
域
で
原
子
力
規
制
委
員
会
が
設
置
し
て
い
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
に
よ
り
平
成
二
十
九
年

九
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
一
年
間
の
平
均
で
毎
時
〇
・
二
三
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
る
空

間
線
量
率
が
検
出
さ
れ
た
地
点
を
含
む
市
町
村
は
、
福
島
県
南
相
馬
市
、
川
俣
町
、
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
川
内
村
、
浪
江
町
、

二



葛
尾
村
及
び
飯
舘
村
で
あ
る
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
法
の
下
の
平
等
に
反
し
て
い
る
状
況
」
及
び
「
避
難
も
し
く
は
移
住
す
る
選
択
肢
と
権
利
」
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
線
量
告
示
は
、
原
子
力
事
業
者
等
が
原
子
力
施

設
の
運
転
等
に
際
し
て
満
た
す
べ
き
基
準
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な
「
公
衆
の
被
ば
く
限
度
」
を
定
め
た

も
の
で
は
な
い
。

三


